
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

名古屋市の「住まいの窓口」で、高齢者

や障害者、所得が少ない方など住まいの

確保に配慮を要する方々を対象に、民間

賃貸住宅への入居に関する相談を受け付

けしています。（予約制・面談） 

 

 
＜実施場所＞ 

名古屋市「住まいの窓口」(裏面参照) 

 

＜相談日程＞ 

■令和６年度上半期 

（月４回 原則第１月曜、第２土曜、第３・第４金曜） 

6 月：3(月)・ 8(土)・21(金)・28(金) 

7 月：1(月)・13(土)・19(金)・26(金) 

8 月：5(月)・10(土)・16(金)・23(金) 

9 月：2(月)・14(土)・20(金)・27(金) 

 

＜時間帯＞ 

午後１時～午後４時 

 

＜予約受付＞ 

名古屋市「住まいの窓口」 

 

■相談を希望される月の前月１日（定休

日の場合は１日以降の営業日）から予

約受付。 

■市内に在住、在勤又は在学の方（予定を

含む）が対象。 

■予約受付電話番号 

052-961-4555 

 

 

令 和 ６ 年 度 

＜民間賃貸住宅入居相談＞ 

令和６年１月に、住まいサポートなごやのホームページ

を開設しました。ホームページ内には、孤立死・残置物に

係る包括的損害保険やお知らせ、居住支援マニュアル等の

資料、「よくある質問」等の有益な情報を掲載しておりま

す。ぜひご活用ください。 

 

■住まいサポートなごや HP 

（URL：https://www.sumasapo-nagoya.jp/） 

 
 

 

 

 

居住支援マニュアル（関係者向け）の更新を行いまし

た。「居住支援マニュアル＊差替分（関係者向け）」が皆

様のお手元に届いているかと思います。 

なお、「居住支援マニュアル＊完全版」は住まいサポー

トなごやの HPに掲載しています。 

是非ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

R6.4 月から住まいに関する情報提供を行っている名古

屋市「住まいの窓口」が栄・森の地下街からオアシス２

１バスターミナル内に移転しています。移転に伴い、民

間賃貸住宅入居相談の場所や予約受付電話番号が変更に

なっています。ご注意ください 

■住所：東区東桜一丁目 11 番 1 号 オアシス 21 バスターミナル内  

■予約受付電話番号(住まいの窓口)：052-961-4555 

■その他  

「住まいの窓口」には公的賃貸住宅等の入居相談窓口

として、名古屋市住宅供給公社及び愛知県住宅供給公社

の相談窓口も併設しています（予約不要） 
 

住 ま い サ ポ ー ト な ご や 
（ 名 古 屋 市 居 住 支 援 コ ー デ ィ ネ ー ト 事 業 ） 

す ま サ ポ 

🏠 ニ ュ ー ス 
（ V o l . 13 ） 

発 行 元 ： 住 ま い サ ポ ー ト な ご や 
 

 

住まいサポートなごや HP 公開中！ 

【案内図】 

居住支援マニュアルの更新について 

民間賃貸住宅入居相談について 

住まいサポートなごや 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 令 和 ５ 年 度 の 相 談 実 績 
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＜今年度の取り組みについて＞ 

昨年度は、新規相談が一か月平均 58 件でした。支援では関係機関と連携し、面談や訪問・同行、住まい探しのポイントや物件情

報等の提供や調整を行うことあります。「名古屋市内での住まい」に関することであれば、お気軽にご相談ください。 

また、セーフティネット住宅の不動産事業者及び大家さんからの相談に乗ることや名古屋市独自の取り組みである孤立死・残置物

に係る包括的損害保険事業の登録サポートも行います。＊登録要件有 

今年度も「居住支援セミナー」や「居住支援勉強会」も開催予定です。 

■場所：熱田区新尾頭二丁目 2 番 7 号 富春ビル 4 階（名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター金山内） 

■相談時間：月～金（祝日・年末年始を除く）午前 9 時から午後 5 時 

■関係者専用電話番号：052-684-8597 


